
西区役所発注の業務委託契約案件における随意契約（特名随意契約）の結果について（少額随意契約を除く）（平成27年9月末現在）

No. 案　件　名　称 委託種目 契約の相手方 契約金額（税込） 契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号）
ＷＴＯ

1

「文化・芸術の持つ創
造性を活かしたまち
づくり事業」企画運営
業務

その他
株式会社長谷工コ
ミュニティ

2,223,700円 平成27年7月1日
地方自治法施
行令第167条の
2第1項第2号

Ｇ５ －

2
西区情報誌編集発行
業務

その他
株式会社京阪神
エルマガジン社

6,436,800円 平成27年7月7日
地方自治法施
行令第167条の
2第1項第2号

Ｇ５ －

3

「ブランド力向上事業
～にし恋（来い）マル
シェ～」企画運営業
務

その他 株式会社宣成社 2,538,000円 平成27年7月17日
地方自治法施
行令第167条の
2第1項第2号

Ｇ５ －



随意契約理由書 

 

1 案件名称 

「文化・芸術の持つ創造性を活かしたまちづくり事業」企画運営業務 

 

2 契約の相手方 

株式会社長谷工コミュニティ 

 

3 随意契約理由 

文化・芸術の持つ創造性を活かしたまちづくり事業は、文化施設を拠点と

して活動するアーティストやクリエーターなど創造的な人材と、区民や地域

団体、ものづくり企業等の連携によるネットワークを構築し、西区の文化、

芸術、歴史を身近に「感じる・ふれる」ことができる機会を創出することに

より、文化の香りただようまちの実現を目的としている。 

本業務は、「文化・芸術の持つ創造性を活かしたまちづくり」プロジェク

トにかかるラウンドテーブル（文化・芸術創造型ラウンドテーブル及び産業

創造型ラウンドテーブル）の設置及び運営業務、事例及び現況調査の実施、

文化・芸術の持つ創造性を活かしたまちづくり事業の企画・実施、区事業へ

のデザイン的視点での支援、区内の文化施設やアートイベント等との連携策

の提案・調整業務など、高度な知識・技術や創造性、構想力、ノウハウや応

用力が要求される事業委託であることから、公募型企画競争方式により請負

業者の選定を行った。 

株式会社長谷工コミュニティは、公募型プロポーザル選定委員会において

総合的に優れた提案を行ったため、上記業者と契約を締結するものである。 

 

4 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

5 担当部署 

西区役所まち魅力創造課（電話番号：06-6532-9944） 

 



随意契約理由書 

 

1 案件名称 

西区情報誌編集発行業務 

 

2 契約の相手方 

株式会社京阪神エルマガジン社 

 

3 随意契約理由 

    西区情報誌編集発行業務は、西区内のヒト、モノ、コトを取材し多様な区

の魅力を引き出し、それらを情報発信することで、情報誌を読んだ方々が区

に対する愛着を深め、区のブランド力向上につなげることを目的としている。  

本業務は、区民の意見を取り入れるための編集会議の設置、情報誌全体の

企画、編集、取材、原稿作成、デザイン、レイアウト、印刷、製本、効果的

な広報の実施など、高度な知識・技術や創造性、構想力、ノウハウや応用力

が要求される事業委託であることから、公募型企画競争方式により請負業者

の選定を行った。 

株式会社京阪神エルマガジン社は、公募型プロポーザル選定委員会におい

て総合的に優れた提案を行ったため、上記業者と契約を締結するものである。 

 

4 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

5 担当部署 

西区役所まち魅力創造課（電話番号：06-6532-9944） 

 

 

 

 

 



随意契約理由書 

 

1 案件名称 

   「ブランド力向上事業～にし恋（来い）マルシェ～」企画運営業務 

 

2 契約の相手方 

   株式会社宣成社 

 

3 随意契約理由 

    「ブランド力向上事業～にし恋（来い）マルシェ～」企画運営業務は、西

区のもつ地域資源を最大限に活かし、新たなマンション住民等と地域や地域

商業者が接点を持つきっかけを生み出し、誰もがあこがれ、住みたい、働き

たい、訪れたいと思うまちの魅力を多くの人に知ってもらい、感じてもらう

イベントの開催を起爆剤として、西区のブランド力を向上させることを目的

としている。 

本業務は、新たなネットワーク構築による地域経済の活性化に向けてのイ

ベントの企画・実行、効果的な広報の実施、イベント準備と当日の人員配置、

事業の検証、今後の事業継続に向けた地域ニーズの把握など、高度な知識・

技術や創造性、構想力、ノウハウや応用力が要求される事業委託であること

から、公募型企画競争方式により請負業者の選定を行った。 

株式会社宣成社は、公募型プロポーザル選定委員会において総合的に優れ

た提案を行ったため、上記業者と契約を締結するものである。 

 

4 根拠法令 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 

5 担当部署 

西区役所まち魅力創造課（電話番号：06-6532-9944） 
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